
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●所在地 〒614-8022   

     八幡市八幡東浦５ 

     （旧八幡東小学校 南棟 1 階） 

京阪バス八幡田辺線・コミュニティバス

やわた「八幡東浦」下車北へ徒歩 100ｍ 

 ※敷地内駐車場スペースあり 

●電 話 075-925-5748 

●ＦＡＸ 075-925-5748 

●開館日と開館時間 

 月・火・水・金・土 午前 9 時～午後６時 

（年末年始・祝日を除く） 

 ※事務室スタッフは開館日の開館時間在室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民協働活動センターは、ＮＰＯ団体等の

市民の自主的で営利を目的としない社会に

貢献する活動を支援するため、平成 25 年

3 月に設置された施設です。 

当施設を通じて、団体同士の連携や市民活

動に関する情報収集・発信を図るなど協働

のネットワークづくりを行っています。 

また、活動センター事業として市民や団体

が参加できるような研修会や講演会等の企

画・運営を行っています。 
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階段

事務室
団体

活動室１
団体活動室２ロビー 倉庫

女性用
トイレ

男性用
トイレ

廊下

出入り口足洗い場

手
洗
い
場

① ② ③ ④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ロビー 

：テーブル・椅子・ロッカー・メールボ

ックス、パンフレットスタンド、書架、

団体情報掲示板等設置 

フリースペースとして、テーブルでの短時

間の打合せや談話、書架の冊子等の各種情

報の閲覧ができます。 

※登録団体はロビーを一時的に利用しての

団体事業実施も可能ですので、事務室ス

タッフまでお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民協働活動センター施設案内 



②事務室 

：受付カウンター・コピー機等設置 

スタッフが利用団体登録や施設利用受付、

市民活動団体情報の提供、市民活動やＮＰ

Ｏ設立に向けた相談等の受付などを行って

います。登録団体はコピー機を利用できま

すので、利用希望の際は事務室スタッフに

声かけ願います。 

＜コピー機使用料＞ 

モノクロ 10 円／枚 

カラー30 円／枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③団体活動室１ 

：会議用机・椅子・印刷機設置 

４ｍ×８ｍのスペースで 10 人程度の会議

や作業等に活用できます。登録団体は印刷

機を利用できますので、利用希望の際は事

務室スタッフに声かけ願います。 

＜印刷機使用料＞※用紙は持込願います。 

製版 30 円／版 

印刷 1 円／枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④団体活動室２  

：会議用机・椅子・ホワイトボード設置 

８ｍ×８ｍのスペースで 20～30 人程度

の会議や講演会、作業等に活用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※団体活動室は冷暖房完備 

（冷暖房利用料無料） 

※１Ｆトイレは男女ともオストメイト付き

多目的トイレ 1 ブース設置 

 

センター施設利用のご案内 

活動センター施設（団体活動室及びコピー

機、印刷機、ロッカー等）をご利用いただ

くためには、団体登録（無料）が必要です。 

 

＜登録にあたっての注意点＞ 

◎活動内容がＮＰＯ団体等の市民の自主的

で営利を目的としない社会に貢献する活

動であること。 

◎活動センターの目的の一つである「団体

同士の連携やネットワークづくり」「施設

運営」に協力できること。 

◎利用禁止事項の遵守 

 政治・宗教・営利目的活動、公の秩序又

は公序良俗に反する活動をしないこと。 

以上の注意点を了承いただき、登録申請書、

規約、活動の分かる資料とともに活動セン

ター事務室スタッフまでご提出下さい。 

 

 



「ＮＰＯ会計説明会」開催 

平成２６年３月１５日（土）に市民協働活

動センター事業として、宝塚市のＮＰＯ法

人「ＮＰＯ会計支援センター」代表の荻野

俊子さんを講師にお招きして市内 NPO 法

人を対象に「NPO 会計説明会」を開催しま

した。会計の基礎から２時間にわたって丁

寧に説明され、説明中の参加者からの質疑

応答にも随時適切に説明いただきました。 

市民協働活動センターでは、今後も市民活

動の活性化につながるような研修会や講演

会を随時企画・運営していく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動センター登録団体 

現在八幡市内の NPO 法人等から 9 団体が利用

登録されています。 

＜登録団体＞（平成２６年６月末現在） 

・八幡まちおこしの会 ・とんかち 

・八幡たけくらぶ   ・あしたばの家 

・道しるべ      ・八幡まちづくり協会 

・パーキンソン病支援センター 

・22 世紀八幡ルネッサンス協会 

・JointJoy  

 

 

 

 

登録団体イベント紹介 

「第 3 回歌を楽しむ会」 

日時：平成２６年７月２７日（日） 

   午後１時～３時３０分 

場所：橋本公民館２階会議室 

定員：９０人 

参加費：２００円（歌詞集は別途１００円） 

内容：歌をうたう、健康体操、地元産野菜・

きろろん八幡のパン販売 

主催：NPO 法人道しるべ 

 

＜第１回・第 2 回の開催時の様子＞ 

―編集後記― 

市民協働活動センターが平成２５年３月に開設して 1 年余りが経過し、このたび第１号のたよりを発行す

ることができました。今後も活動センター事業等の案内及び開催結果、団体及び市民活動の紹介などを広

く知っていただけるよう紙面づくりを行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 


